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　本会では役員を対象に、2月28日（金）・3月1日（土）の1泊2日で、「里山資本主義～日本経済は安心の原理で
動く」で紹介され、バイオマスタウンの取組で注目されている岡山県真庭市を訪問しバイオマスツアーを実施した。
本ツアーには渡邉会長ほか18名が参加した。
　まず、真庭市役所にて昨年3月まで京都府副知事を務められた太田昇市長を表敬訪問。太田市長から市のバイオ
マスエネルギー全般の取組を聞き懇談した後、庁舎に導入した冷暖房用の木質バイオマスボイラーの説明を受けた。
　その後、観光連盟のバイオマスツアーガイドの案内で、①市の担当者によるバイオマスタウン構想の概要説明（於：
勝山木材ふれあい会館）を聞き、②銘建工業（株）におけるペレット製造施設とバイオマス発電、③素材生産者や
山主・市民から持ち込まれた未利用材を原料・燃料として加工する真庭バイオマス集積基地を見学した。
　真庭市では、市内の大型公共施設の空調や温水プール、農業用ハウスなどにもペレットを燃料とするボイラーが
使われ、民家においてもペレットストーブの活用が広がりつつあるとのこと。また、15年4月には官民で設立し
た発電会社によって、22,000世帯分の需要に対応する1万ｋｗのバイオマス発電が稼働する。
　視察先では参加者から説明者に熱心な質問が行われた。興味深いのは、今では産官学のプロジェクトとして市全
体でバイオマスタウンの取組が進められているが、始まりは93年発足の地元若手経営者が中心となった「21世紀
の真庭塾」だということ。
　夜は湯原温泉に宿泊し、太田市長を囲んだ懇親会で参加者同士の親睦も深められた。翌日は、明治40年に建て
られた洋風木造建築の「旧遷喬尋常小学校」を見学。太田市長の同級生ガイドの案内で年配の参加者には懐かしい
風景が味わえた。また、連子格子と白壁の商家が並ぶ勝山地区を訪れ、通りの家々がそれぞれのお雛さまを飾る「勝
山のお雛まつり」を散策し帰路についた。
　因みに、今年の本会通常総会（平成26年6月20日：ウェスティン都ホテル）の特別講演講師は、「里山資本主義」
の著者：藻谷浩介氏を予定しており、多数の参加をお願いしたい。（Ｃ）
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平成25年度補正

中小企業・小規模事業者ものづくり・商業・サービス革新事業のご案内
　「平成25年度補正 中小企業・小規模事業者ものづくり・商業・サービス
革新事業」の1次公募を2月17日（月）より開始した。
　本会では、2月25日（火）、27日（木）、28日（金）に京都市内、宇治市内、
福知山市内の3ヶ所で公募説明会を開催。同説明会に、定員を大幅に上回る
参加申込があったことから、二次締切り申請者向けに4月3日（木）に京都
市内で、4月4日（金）に舞鶴市内で再度説明会を開催する。

1．事業の概要
　本事業に応募される際は、国が認定する専門家等の認定支援機関と一緒に取り組んでいただくことが必要となり
ますので、認定支援機関にお早目にご相談ください。

事業の目的 
　革新的なものづくり・サービスの提供等にチャレンジする中小企業・小規模事業者に対し、地方産業競争力協議
会とも連携しつつ、試作品開発・設備投資等を支援します。
対 象 要 件 

　認定支援機関に事業計画の実効性等が確認された中小企業・小規模事業者であり、以下の要件のいずれかを満た
す方が対象となります。
　⑴　「中小ものづくり高度化法」に基づく特定ものづくり基盤技術を活用していること
　⑵ 　 革新的なサービスの提供を行い、3～5年計画で「付加価値額」年率3％及び「経常利益」年率1％の向上を

達成する計画であること

２．公募期間
　○ 受 付 開 始：平成26年２月17日（月）
　○ 一次締切り：平成26年３月14日（金）〔受付終了・4月中を目処に採択を行う予定〕　
　○ 二次締切り：平成26年５月14日（水）〔当日消印有効・6月中を目処に採択を行う予定〕
　　（注１）提出は郵送のみとなります。
　　（注２）お問合せ時間：10:00～12:00、13:00～17:00／月曜～金曜（祝日除く）

３．補助対象事業
　本事業では、【ものづくり技術】、【革新的サービス】の2類型があります。それぞれについて「1．成長分野型」、

「2．一般型」、「3．小規模事業者型」があります。 
　　（注）業種の如何を問わず、【ものづくり技術】、【革新的サービス】のどちらでも申請が可能です。

　　　　【ものづくり技術】 【革新的サービス】
１．成長分野型 
　・補助上限額：1,500万円 
　・補助率：2／3 
　・設備投資が必要

「成長分野」とは、「環境・エネルギー」「健康・医療」「航空・宇宙」とします。 
【参考：日本再興戦略（平成25年6月14日）Ｐ54】 
本類型に申請可能な者は、専ら  、上記の3分野のいずれかに関する試作品・生産プロ
セスの改善・新サービス開発に取り組む者とします。

２．一般型 
　・補助上限額：1,000万円 
　・補助率：2／3 
　・設備投資が必要

補助対象要件を満たす案件は、すべて申請可能です。 
※「1．成長分野型」「3．小規模事業者型」に該当する申請も、一般型に申請可能で
すが、複数の申請はできません。

３．小規模事業者型 
　・補助上限額：700万円 
　・補助率：2／3 
　・設備投資は不可

申請可能な者は、「中小企業基本法」第2条第5項（昭和38年7月20日法律第154号）
の「小規模企業者」に限ります。

（公募要領24ページの「小規模企業者」についてを参照してください。）

京都市内会場で開催した説明会
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４．対象要件
　申請事業は、下記の要件を満たすことが必要です。 

【ものづくり技術】
　1. わが国製造業の競争力を支える「中小ものづくり高度化法」11分野の技術を活用した事業であること。
　2.  どのように他社と差別化し競争力を強化するかを明記した事業計画を作り、その実効性について認定支援機

関の確認を受けていること。
【革新的サービス】
　1.   革新的な役務提供等を行う、3～5年の事業計画で「付加価値額(注.)」年率3％及び「経常利益」年率1％の 

向上を達成する計画であること。
　　（注）付加価値額＝営業利益＋人件費＋減価償却費
　2.  どのように他社と差別化し競争力を強化するかを明記した事業計画を作り、その実効性について認定支援機 

関により確認されていること。

５．補助対象経費
　原材料費、機械装置費、直接人件費、技術導入費、外注加工費、委託費、知的財産権関連経費、運搬費、専門
家謝金、専門家旅費、雑役務費

６．活用例
【ものづくり】 
　（事例）多言語対応の産業用インクジェットプリンターの開発 
　情報処理技術を活用して、多言語化に必要な処理能力を持つハードウエアを有するシステムを搭載する産業用
インクジェットプリンターを開発し、さらに、部品数の見直しによるコスト競争力向上
により海外市場獲得を目指します。

【商業・サービス】
　（事例）理容店における女性顧客をターゲットとしたシェービング・エステの提供
　他店では提供していないレディースシェービング・エステ等に業務拡大。心安らぐ空
間作りによって、リラクゼーションという付加価値を提供し、顧客単価の引上げを目指
します。
　（事例）電子カルテ化や新たな洗浄技術の導入及びその効果の検証のための設備導入
　顧客情報を電子カルテ化し、顧客の生活環境に合った衣料品のメンテナンスサービスを
提供するとともに、水洗いとドライの長所を併せ持つ洗浄方法の開発により、新規需要を
開拓します。

【申請書受付・お問い合せ先】
　　　京都府地域事務局
　　　　京都府中小企業団体中央会 ものづくり支援室
　　　　　〒615-0042　京都市右京区西院東中水町17番地　京都府中小企業会館 4階
　　　　　☎ 075-325-1381　　FAX 075-325-1382
　　　　　　お問い合せ時間　10:00～12:00、13:00～17:00／月曜～金曜（祝日除く） 
　　　公募要領・申請書は以下のサイトからダウンロードしてください。
　　　　　http://www.chuokai-kyoto.or.jp/blog04/2014/02/post-26.html
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中央会NEWS中央会NEWS
京都市「新景観政策」（屋外広告物規制条例）の研修と意見交換会を開催

　3月6日（木）、ＡＮＡクラウンプラザホテル京都において、京都
市「屋外広告物規制条例」の研修と意見交換を開催、京都市内会員
団体の役職員50余名が出席し活発な議論が行われた。
　京都市の「新景観政策」は平成19年9月に施行され、規制や違反
指導等の猶予期間が本年8月で終了する。中でも屋外広告物規制は、
京都市内の中小企業に与える影響も大きく規制の緩和を求める要望
があることから、総合政策・事業委員会（委員長:本会副会長、協
同組合日新電機協力会　安藤源行理事長）において協議を行い、今回の研修及び意見交換会の開催となった。
　当日は時間も限られており、質疑応答が十分できずにお帰りになった方もおられることから、本会では今後、京
都市都市計画局屋外広告物適正化推進室及び京都市産業観光局中小企業振興課と連携し、京都市の屋外広告物規制
条例に関する相談に応じることとしている。

　【京都市の屋外広告物規制条例に関するご相談】
　　　　○京都市都市計画局 屋外広告物適正化推進室　　☎ 075-708-7645
　　　　○京都市産業観光局 中小企業振興課　　　　　　☎ 075-222-3329
　　　　○京都府中小企業団体中央会　　　　　　　　　 ☎ 075-314-7131

　　平成２５年度補正
　　金融機関との連携による
新ものづくり補助金（新陳代謝型設備投資促進事業）のご案内

老朽化設備を更新・増強したい中小企業・小規模事業者の方への補助金です。

１．事業の概要
○ 中小企業・小規模事業者の方は、金融機関による事業計画書の策定支援を受けた上で、金融機関を通じて補助金の申請を

行うことになります。
○金融機関からの借入後に、補助金の請求をすれば迅速に補助金が交付されます（借入額の0.5％相当）。
○ 金融機関からの借入後１年後に、金融機関によるフォローアップを受けることで、さらに補助金が交付されます　（借入

額の0.5％相当）。
【事業の目的】 
　中小企業・小規模事業者が保有する老朽化設備の新陳代謝を促進するため、金融機関から借入を行い、老朽化に対処した
大規模設備投資を行う場合、金融機関のモニタリング実績に応じ、借入額の１％相当を上限に設備投資費を補助します。
【補助対象者】 
　本補助金の補助対象者は、日本国内に本社を現に有する中小企業者に限ります。
　本事業における中小企業者とは、「中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律」第２条第１項に規定する者をいいます。
　（詳しくは公募要領をご確認ください。）
２．公募期間
　平成26年３月20日（木）～ 平成26年９月12日（金）〔当日消印有効〕
　※本補助制度は随時公募とし、公募期間中であっても予算がなくなり次第終了となります。
３．対象要件
　中小企業・小規模事業者が以下の要件を満たす設備投資を行う場合、金融機関からの借入額の１％相当を上限に設備投資
費を補助します。
　（１）老朽化設備を更新・増強するために同種の新たな設備を取得すること。
　（２）金融機関から設備投資計画に係る設備資金の調達を行うこと。
　（３）当該企業にとって大規模な設備投資（総設備投資額が総資産の15％超の設備投資）であること。
　（４）金融機関から事業計画書の策定支援及び融資に係るフォローアップを受けること。
　（５）他の補助金を併用しないこと。

　【申請に関するお問い合せ先】
　　新陳代謝型ものづくり補助金事務局　☎ 0570−550−595 ナビダイヤル（有料）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（ＰＨＳ、ＩＰ電話からのお問い合わせ先　☎ 03−5360ー7530）
　　お問い合せ時間　10：00～12：00、13：00～17：00／月曜～金曜（祝日除く）
　【中小企業・小規模事業者の方の申請先はこちら】
　　〒115 ‐ 8691　東京都北区赤羽南1-12-10　赤羽郵便局 私書箱第36号
　　「全国中小企業団体中央会」新陳代謝型ものづくり補助金請求係 宛
　【公募要領・申請様式は以下のサイトからダウンロードしてください】
　　http://www.chuokai.or.jp/shinchin.html

碁石茶生産風景
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No.79

大豊町碁石茶協同組合（高知県）
幻のお茶「本場の本物・大豊町碁石茶」を全国に発信！

　碁石茶の全生産者が組合に加入し、魂のこもった、踏み
込んだ産学官連携で商標登録及びブランド力の強化並びに
新たな需要開拓、さらには雇用体制の強化に取り組む。

　 背景と目的  
　幻のお茶として高知県の大豊町でのみ伝承されてきた碁
石茶であるが、一時は生産者がたった1人となり、風前の
灯火になっていた。ところが、マスコミで健康飲料として
取り上げられたのを機に注目されるようになり、それに伴
い需要が増えたことから生産を再開する人や新たに始める
人もでてくるまでになった。
　そうしたなか、需要の急増に対応して増産したものの、
各々が生産した製品の品質がバラバラであったため、地域
資源ブランド維持のために規格の統一が必要となった。加
えて、碁石茶の科学的な成分・機能分析の必要性も生じ、
品質の平準化と地域ブランド化による販路拡大を目指して
生産組合を立ち上げた。その後、任意組織を発展的に法人
化し、7農家・1法人の生産者で当組合を設立した。法人
化後は、組合が軸となって販路開拓、商品開発、ブランド
化、商標登録等の知的財産戦略、科学的・医学的分析、さ
らには雇用体制の強化等を展開している。

　 事業・活動の内容  
　大学等の学術研究機関がチームを組み、唯一の伝統製法
を守っていた理事長の生産するお茶の品質を基準に設定し
た生産マニュアルを作成した。そして、組合員全員がマニュ
アルに従って茶葉を生産し、その品質以下の商品は販売し
ないという高品質の高位平準化を行った。
　以前は、組合員が個々に販売して、販路開拓もしなけれ
ばならなかったが、法人化後は、組合員が生産した碁石茶
は組合が販売を全量買い上げている。そして、商品化、商
談も組合が一括で行っている。

　また、当組合では、新規就農者支援による生産者の増加
や組合員でもある株式会社大豊ゆとりファームへの就職者
の増強に結び付け、最終的には、地域外からの外貨獲得に
よる地域振興と大豊町への移住者の増加を目指している。

　 成　果  
　唯一の伝統的碁石茶作りの伝承者である理事長の製法の
全てをオープンにしたことにより、大豊町碁石者協同組合
を通じ、品質の高位平準化を成し遂げた。また、株式会社
大豊ゆとりファームが中軸となり、商品開発や販路開拓、
新規就農者支援を展開することができた。加えて、大学等
の学術研究機関が生産マニュアルの策定、乳酸菌の定期検
査、商品開発、ブランド育成、医学的効用の検証等、調査・
研究面を全面的にサポートしており、特に、高知大学は高
知県・大豊町と3者協定を締結して総合力を発揮している。
  さらに、大豊町も補助金を出すだけでなく、大豊町の職
員の中に新規就農者に指導できる伝道師を育成する等、魂
のこもった、踏み込んだ産学官連携で多くの成果を出して
おり、今後も産学官連携の力で地域資源である碁石茶の販
路拡大と地域振興を推進していくことが期待される。

　共同事業等に先進的に取り組んでいる組合事例を
ご紹介するこのコーナー。今回は、産学官連携によ
りブランド力強化に取り組むとともに、地域振興を
目指し活動している組合の事例です。

《組合DATA》
　大豊町碁石茶協同組合
　　〒789-0250　高知県長岡郡大豊町黒石343番地1
　　☎ 0887-73-1818　　FAX 0887-73-1004

茶葉とカートカン 碁石茶生産風景

京都府中小企業労務改善集団連合会　活動紹介
　京都府中小企業労務改善集団連合会では、労務管理及び人材育成等に係る研修会事業の開催、横断的な福利厚生
事業として京都府知事杯ボウリング大会、管外視察研修等の他、会員以外も対象とした「中小企業管理・監督者セ
ミナー」など企画実施しております。

　①第43回京都府中小企業労務改善集団従業員ボウリング大会
　　 　去る2月2日（日）、MKボウル上賀茂にて、12チーム36名によるボウリング

大会を開催、明和管工業株式会社（京都府管工事工業協同組合）が、3ゲーム総
得点合計1,719点で優勝した。

　②中小企業管理・監督者セミナー
　 　平成25年度京都府委託事業として、去る11月27日（福知山市）及び2月19

日（京都市）の2回、「あなたの会社を守る労務管理のポイント」～改正労働関
係法令への実務的対応～と題して、アクシス法律事務所　弁護士　置田文夫氏
を講師に、セミナーを開催、延べ162名が参加した。

<2月19日京都テルサ開催分>

《団体DATA》　　京都府中小企業労務改善集団連合会（昭和41年4月8日設立）
　　　　　　　　会長：宮本研二（京都府プラスチック協同組合　理事長）
　　　　　　　　会員：44組合等、　事務局：京都府中小企業団体中央会　連携支援課
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京都伝統工芸協議会設立40周年記念事業を実施
　京都の伝統工芸の振興発展を目的に組織されている京都伝統工芸協
議会（会長 三木 清：京都竹材商業協同組合 理事長）では、2月21日（金）、
ハイアットリージェンシー京都において、設立40周年を記念し、記念
式典、講演会、祝賀会及び記念展示会を開催、各会員団体の役員をは
じめ、行政機関、関係機関より約60名が参集した。
　記念式典には山田啓二京都府知事が、祝賀会には門川大作京都市長
が公務ご多忙のなかお祝いに駆け付けていただき、ご祝辞を賜った。
　また、京焼・清水焼、京仏具、京漆器、金属工芸品、京表具等、京
都の伝統工芸品約70点を一堂に集めた記念展示会では、国立博物館、
三十三間堂など文化・観光施設にも近く、外国人宿泊客が多いことから、
会員の優れた技術や商品を広くＰＲすることができ、日本人ばかりで
なく外国の方々にも京都の伝統工芸の良さを知ってもらう場となった。 40周年記念展示会オープニングセレモニー

設立40周年を迎えて
　この度は、本協議会設立40周年記念事業に多大
なるご理解とご支援を賜りまして、誠にありがとう
ございました。
　今回は、式典、講演会とともに、ハイアットリー
ジェンシー京都様の全面協力により、ホテルのロ
ビーをお借りして、記念展示会を開催致しました。
　16団体、約70点の様々な京都の伝統工芸品と会

員の高い技術、力のこもった作品の数々を一堂に集めて展示するこ
とができ、国内外を問わず、多くの方々に興味を持ってご覧いただ
くことができました。関係各位のご尽力に心より感謝申し上げます。
　これからも本協議会が50周年、60周年とますます発展していくよ
う努力して参りますので、皆さまのなお一層のご理解、ご支援をよ
ろしくお願い致します。

京都伝統工芸協議会
会 長　 三木　 清　

西山浄土宗総本山光明寺 布教師
長福寺住職　淀川隆顕氏を招いた記念講演会

記念展示会

　京都府中央会では、施策情報をはじめ本会や関係機関等か
らのイベント情報等について、電子メールにより情報配信を
行っています。組合員企業への情報提供にもご活用頂ける内
容ですので、ぜひご登録下さい！
■配 信 日　月3回（10日・20日・30日）
※ 但し、配信日が土・日・祝日の場合は、原則としてその前

日に配信
■登録方法　 京都府中央会ホームページ「メルマガ配信サー

ビス」よりご登録下さい。
　　　　　　URL　http://www.chuokai-kyoto.or.jp/
※ ホームページの閲覧が困難な場合は、本会までご連絡下さ

い。
■お問合せ　京都府中小企業団体中央会　総務情報課
　　　　　　　☎ 075-314-7131

KCインフォメーション配信登録募集中！

登録はお済みですか？

京都府中央会メールマガジン
平成26年

春の交通安全運動
京都府交通対策協議会

～待つゆとり　ゆずるやさしさ　京の道～
実施期間　平成26年4月6日（日）～ 4月15日（火）
　　　　　　『交通事故死ゼロを目指す日　　4月10日(木)』
　　　　　　『子どもの交通事故防止推進日　4月14日(月)』
運動重点　＜運動の基本＞　子どもと高齢者の交通事故防止
　　　　　○ 自転車の安全利用の推進（特に、自転車安全利

用五則の周知徹底）
　　　　　○ 全ての座席のシートベルトとチャイルドシート

の正しい着用の徹底
　　　　　○飲酒運転の根絶
　　　　　○悪質・危険運転の追放

《団体DATA》
　京都伝統工芸協議会
　　〒615-0042　京都市右京区西院東中水町17　京都府中小企業会館4階
　　　　　　　　　京都府中小企業団体中央会 内
　　　　　　　　　☎075-314-7131　　FAX075-314-7130
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中小企業団体情報連絡員2月分報告より

■4月以降の動向に注視が必要

　　� 　　�
快晴
� DI値�40以上

晴れ
� 20〜40未満

くもり
� 20未満〜△20未満

小雨
� △20〜△40未満

雨
� △40以上

業界景況天気図 概　　　　況

全　体
1月 →2月

　　
消費税増税前の駆け込み需要の影響を受け、建設業界では資材不足及び技能者不足が生じている。業況が好転してい
る業界においては、4月以降の反動に不安感を抱いている声も多くあり、今後の動向に注視する必要がある。

製造業

1月

↓
2月

繊維工業
　　

和装関連に少しの動きは出てきているものの鈍い。洋装関連、和装関連とも非常に低調であり、前月に続き先行きは全
く見通せない。

出版・印刷
　　

業況に大きな変化は見られない。売上・受注高、販売価格、取引条件、収益状況等、各調査項目において悪化または
減少となっており、依然として厳しい状況で推移している。

鉄鋼・金属
　　　  

前月に引き続き受注増の企業が増え、全体として徐々に受注増となっている。業種としては自動車関連、住宅関連、ＯＡ機器、
家電関係の部品製造の受注が増えたとの情報である。

一般機械等
　　　

若干景況は好転の兆しはあるが、新年度以降の反動が憂慮される。経営環境の急激な変化のなか、企業間格差、業態
別格差が広がっており、新規事業、新規市場の開拓が急務であり、重要な課題となっている。

その他製造業
　　

木材等製造業では、消費税増税前の駆け込み需要により、一部商品が品薄になり欠品も見られる。消費税増税前の駆け込み需要と
円安・原油高のため、消費税の上昇以上に木材価格が大幅に上がっており、販売店ごとの仕入価格に大きな開きが生じている。

非製造業

1月

↓
2月

卸　　売
　　

生鮮食料品業界では、日頃は降雪がない地域で大雪があり輸送に大きな影響を受けた。生産地からの流通がストップしたため販売
単価が急上昇し、取扱量は大きく減少する結果となった。繊維・衣服等卸売業界では、消費税増税前の影響はあまり感じられない。

小　　売
　　

自動車小売業界では、消費税増税前の引き合いが多く、3月も好調を維持すると思われる。家電小売業界では、全商品で売
上金額を大幅に伸ばした。大きな要因は、消費税増税前の駆け込みに合わせて合展・個展を全店に推進した結果と思われる。

商 店 街
　　

2月の状況も1月に引き続き大きな動きもなく、平凡な1ヶ月であった。やはり天候に左右されるのか寒い日が続いて
おり、一般のお客の出足も悪く、観光客も少なくどの店も売上に苦労しているようである。

サービス
　　　

旅行業界では、引き続き宿泊（国内）、観光（入園・食事）、バスとも前年実績を上回り好調である。観光バスを利用
した国内旅行が好調のように見受けられる。旅館業界では、週末の利用に偏りが顕著である。

建　　設
　　 駆け込み需要は4月にもずれ込むと思われ、5月は徐々に落ち込む若しくは急に落ち込む可能性がある。

運輸・倉庫
　　

燃料価格は落ち着き若干の下落もある。道路貨物運送業界では、運賃は一部で上向きの報道もあるが、実感は感じら
れない。タクシー業界では、17年ぶりの運賃改定となる。観光客・桜見物の客の入洛に期待をする。

京都経済お天気

会長コラム No.18

　NHKが会長人事でマスコミの非難を浴びている。端は、記者会見で韓国の日本叩きの見
本である従軍慰安婦の捏造についてである。そのアホらしさを記者団の執拗な質問責めに、
言葉尻をとらえられただけの話。
　もともと従軍慰安婦なる言葉もつい最近作られた造語。吉田某なる詐話師が、済州島の
村で日本の警察が多くの若い女性を攫い、戦地に連れて行き、兵士相手の性奴隷にしたと
いうフィクションが発端。よくある自虐的な日本軍の非道を詰り、マスコミ受けを狙うヨ
タ話。これをケシカランと言っただけ、真っ当な発言。しかし日本人なら当然、籾井勝人
会長の肩をもつ。ならばと朝日新聞は経営委員の百田尚樹氏の南京大虐殺は捏造との発言
に噛み付いた。アメリカ軍が、広島・長崎に投じた原爆、そして東京・大阪を始めとする

大空襲で50万人以上の非戦闘員無辜（ムコ）の日本国民を殺戮した証拠ある戦争犯罪を相殺するため、捏造の南
京大虐殺を持ち出し、日本軍をヒトラーと同じような極悪非道なる国家と断じた戦争裁判の話。また、毎日新聞は
長谷川三千子同委員が、右翼団体、野村秋介氏の自殺を称賛した危険人物であると断じて、朝日と共闘を始める始末。
これなど三島由紀夫氏を誉める、或いは小説を評価すればテロリストの支持者と決めつけるのと同じである。われ
らが京都新聞の社説もそれに倣っている。
　日本のマスコミは日本嫌いがひどすぎる。NHKの看板番組クローズアップ現代を始めとするあらゆる報道は公
正中立なのか、否、まさに反日報道である。特にアナウンサー国谷裕子さんなど小生に言わせれば反日主義者。日
本嫌いの代表だ。
　外国は正しく、日本は間違っているとの見本、日本国憲法の前文「平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、
我らの安全と生存を保持しようと決意した」を見倣う愚は公正中立ではない。 

会長　 渡邉　隆夫

NHKは公正中立か
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表紙タイトル「協同」背景色は、京都府印刷（工）が京にゆかりのある名前を
付した12色を創作したうちの「円山公園のしだれ桜色」です。

開 催 日　平成26年6月20日（金）
　　　
場　　所　ウェスティン都ホテル京都
　　　　　　　　(京都府京都市東山区三条蹴上)
　　
　【特別講演】
　　　　　テーマ　 「マネー資本主義から
　　　　　　　　　　　　　里山資本主義の時代へ」

　　　　　　　　　株式会社日本総合研究所 調査部
　　　　　　　　　主席調査員　 藻谷　浩介 氏
　　　　　　　　　　　　

　　※詳細が決まりましたら別途ご案内いたします。
　　　ご予定下さいますようお願い申し上げます。
　　　本件に関するお問い合わせは総務情報課まで
　　　　　（☎075-314-7131）

【お知らせ】

京都府中央会第59回通常総会
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